
○ 平 成 十 三 年 総 務 省 告 示 第 二 百 四 十 三 号 （ 電 気 通 信 事 業 法 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 に 関 す る 件 ） 新 旧 対 照 表 

改 正 案 現 行 
次 に 掲 げ る 電 気 通 信 設 備 で あ っ て 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 単 位 指 定 区

域 に お い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る も の 

一 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 加 入 者 側 終 端 装 置 、 第 一 種 指 定 市 内 交 換

局 に 設 置 さ れ る 主 配 線 盤 、 加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置 及 び 加 入 者

線 終 端 装 置 を 含 む 。 ） 

二 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 二 第 四 項 第 一 号 の 交 換 等 設 備 （ 次 に 掲 げ る

も の に つ い て は 、 そ れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 該 当 す る も の に 限 る 。 ）

 イ ル ー タ 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 設 備 へ の 振 り 分 け 機

能 を 有 す る こ と 又 は 当 該 機 能 を 有 す る ル ー タ と 相 互 に 対 向 す る

こ と  
  
 
 
  ロ デ ジ タ ル 加 入 者 回 線 ア ク セ ス 多 重 化 装 置 （ 国 際 電 気 通 信 連 合

電 気 通 信 標 準 化 部 門 勧 告G.992.1 Annex C 又 はG.992.2 Annex 
C に 準 拠 す る 伝 送 方 式 に よ る も の に 限 る 。 ） 又 は デ ジ タ ル 加 入 者

回 線 信 号 分 離 装 置 接 続 を 請 求 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 同 種 の

設 備 を 設 置 す る こ と が で き な い 場 所 に 設 置 さ れ て い る こ と 

三 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 二 第 四 項 第 二 号 の 伝 送 路 設 備 

四 信 号 用 伝 送 路 設 備 及 び 信 号 用 中 継 交 換 機 

五 Ｓ Ｉ Ｐ サ ー バ 

次 に 掲 げ る 電 気 通 信 設 備 で あ っ て 、 別 表 の 上 欄 に 掲 げ る 単 位 指 定 区

域 に お い て 、 同 表 の 下 欄 に 掲 げ る 電 気 通 信 事 業 者 が 設 置 す る も の 

一 固 定 端 末 系 伝 送 路 設 備 （ 加 入 者 側 終 端 装 置 、 第 一 種 指 定 市 内 交 換

局 に 設 置 さ れ る 主 配 線 盤 、 加 入 者 系 半 固 定 パ ス 伝 送 装 置 及 び 加 入 者

線 終 端 装 置 を 含 む 。 ） 

二 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 二 第 四 項 第 一 号 の 交 換 等 設 備 （ 次 に 掲 げ る

も の に つ い て は 、 そ れ ぞ れ に 掲 げ る 条 件 に 該 当 す る も の に 限 る 。 ） 
 イ ロ に 掲 げ る も の 以 外 の ル ー タ 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 

気 信 設 備 へ の 振 り 分 け 機 能 を 有 す る こ と 又 は 当 該 機 能 を 有 す る

ル ー タ と 相 互 に 対 向 す る こ と 

ロ 専 ら Ｉ Ｐ 電 話 の 役 務 の 提 供 の 用 に 供 さ れ る ル ー タ そ の ル 

タ 又 は そ の ル ー タ と 相 互 に 対 向 す る ル ー タ が 、 固 定 端 末 系 伝 送 路ー
設 備 を 直 接 収 容 し 、 か つ 、 ハ に 掲 げ る 条 件 に 該 当 す る こ と 

  ハ デ ジ タ ル 加 入 者 回 線 ア ク セ ス 多 重 化 装 置 （ 国 際 電 気 通 信 連 合 

電 気 通 信 標 準 化 部 門 勧 告G.992.1 Annex C 又 はG.992.2 Annex 
C に 準 拠 す る 伝 送 方 式 に よ る も の に 限 る 。 ） 又 は デ ジ タ ル 加 入 

者 回 線 信 号 分 離 装 置 接 続 を 請 求 す る 電 気 通 信 事 業 者 が 同 種 の 

設 備 を 設 置 す る こ と が で き な い 場 所 に 設 置 さ れ て い る こ と 
三 施 行 規 則 第 二 十 三 条 の 二 第 四 項 第 二 号 の 伝 送 路 設 備 

四 信 号 用 伝 送 路 設 備 及 び 信 号 用 中 継 交 換 機 
 



六 電 気 通 信 番 号 の 案 内 に 用 い ら れ る 番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス 、 サ ー ビ

ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局 

七 Ｐ Ｈ Ｓ の 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 と の 接 続 に 用 い る Ｐ Ｈ

Ｓ 加 入 者 モ ジ ュ ー ル 並 び に 端 末 の 認 証 等 を 行 う た め に 用 い ら れ る

サ ー ビ ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局 

八 公 衆 電 話 機 及 び こ れ に 付 随 す る 設 備 

九 電 気 通 信 番 号 の 案 内 又 は 手 動 に よ る 通 信 に 用 い ら れ る 交 換 機 （ 第

二 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 、 案 内 台 装 置 及 び 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 又

は 第 三 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

十 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 設 備 と 前 各 項 に 掲 げ る 電 気 通 信

設 備 と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 、 第 三 項 、 第 四 項 又 は

前 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

五 電 気 通 信 番 号 の 案 内 に 用 い ら れ る 番 号 案 内 デ ー タ ベ ー ス 、 サ ー ビ

ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局 

六 Ｐ Ｈ Ｓ の 役 務 を 提 供 す る 電 気 通 信 事 業 者 と の 接 続 に 用 い る Ｐ Ｈ

Ｓ 加 入 者 モ ジ ュ ー ル 並 び に 端 末 の 認 証 等 を 行 う た め に 用 い ら れ る

サ ー ビ ス 制 御 局 及 び サ ー ビ ス 制 御 統 括 局 

七 公 衆 電 話 機 及 び こ れ に 付 随 す る 設 備 

八 電 気 通 信 番 号 の 案 内 又 は 手 動 に よ る 通 信 に 用 い ら れ る 交 換 機 （ 第

二 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 、 案 内 台 装 置 、 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 又 は

第 三 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 

九 他 の 電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 設 備 と 前 各 項 に 掲 げ る 電 気 通 信

設 備 と の 間 に 設 置 さ れ る 伝 送 路 設 備 （ 第 一 項 、 第 三 項 、 第 四 項 又 は

前 項 に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 
 


